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江
戸
時
代
の
武
家
社
会
は
格
式
に
や
か
ま
し
か
っ
た
。
家
光
の

血
が
絶
え
紀
州
家
か
ら
入
っ
た
八
代
将
軍
吉
宗
の
曾
孫
家
齊
の
時

の
こ
と
だ
。
こ
の
十

一
代
将
軍
が
文
政
十
年

（
一
八
一
一七
）
に
太

政
大
臣
と
な
っ
た
時
に
、
或
る
事
件
が
起
き
て
い
る
。
陸
奥
弘
前

山
内
昌
之

武
蔵
野
大
学
特
任
教
授

・

東
京
大
学
名
誉
教
授

軍
土
ハ旦

「庄
屋
仕
立
て
」か
ら
幕
藩
官
僚
制
へ

血
筋
、
家
柄
、
官
位
、
石
高
…
…
。
将
軍
家
光
は
、

辛
辣
な
区
分
け
で

″大
名
の
序
列
〃
を
可
視
化
し
て
い
く
。

,ヽ

くヽ

,L

L

や
ま

う

ち

ま

さ

ゆ

き

家
齊

な
が
え

「
齢
椒
」

の
津
軽
越
中
守
信
順
は
、

上
が

っ
た
。
そ
の
時
に

の
昇
任
慶
賀
の
た
め
に
江
戸
城
に

に
乗

っ
た
こ
と
が
思
わ
ぬ
波
紋
を

引
き
起
こ
し
た
の
だ
。
津
軽
家
は
も
と
も
と
四
万
六
千
石
で
柳
之

間
詰
効
紳
大
名
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
蝦
夷
地
警
回
の
重
責
を
理
　
　
‐２＞

由
に
寧
親
の
代
か
ら
十
万
石
に
高
直
し
さ
れ
、
従
四
位
下
侍
従
に
　

伽

進
む
家
格
に
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

「転
」
ま
た
は

「長

柄
」
と
は
も
と
も
と
牛
車

・
馬
車
の
前
に
長
く
突
き
出
た
二
本
の

棒
を
指
し
、
転
じ
て
そ
れ
ら
の
車
、
ひ
い
て
は
大
型
で
柄
の
長
い

高
級
駕
籠
も
指
し
た
。
旗
本
の
伊
勢
貞
丈
に
よ
れ
ば
、
「
四
方
ご

し

（輿
ご

と
も
称
さ
れ
た

「板
ご
し
」
な
が
ら
、
「な
が
え
」
が

下
に
な
く
、
屋
根
の
上
に
棒
を
通
し
た

「な
が
え
ぎ
り
」
と
い
う

乗
物
が
あ
る

（『貞
丈
雑
記
』
２
）。
室
町
時
代
以
降
の

「な
が
え

ぎ
り
」
と
、
合
戦
時
に
手
負
い
を
乗
せ
た

「
か
ご
」
の
様
式
を
合

わ
せ
て
駕
籠
が
高
級
化
し
、
「転
」
や

「乗
輿
」
と
称
す
る
形
式

に
発
展
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
家
光
は
宮
中
に
参
内
し
た
時
に

な
が
え

転
は
恐
れ
あ
り
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将軍の世紀

「御
朝
」
を
使

っ
て
い
る

（「将
軍
家
光
公
御
上
洛
之
次
第
」
『徳
川

礼
典
録
』
上
巻
）
９
『徳
川
実
紀
』
に
よ
れ
ば
、
二
条
城
出
立
の
行

列
に
は

「御
転
」
の
字
が
見
え
、
「
四
足
門
に
て
御
輿
を
か
き
お

ろ
せ
ば
」
と
あ
る

（『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
巻
廿
五
）
。
こ
ち
ら
は

絵
巻
物
か
ら
し
て
も
牛
車
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
安
永
五
年

（
一
七
七
工０

四
月
の
十
代
将
軍
家
治
の
日

光
社
参

の
行
列
を
見
る
と

「御
韓
」
の
す
ぐ
後

に
は

「御
駕
籠

頭
」
が
供
奉
し
て
い
る
。
ま
た
、
家
齊
の
礼
典
の
た
め
に
登
城
し

た
、
久
保

田

（秋
田
）
藩

二
十
万
石

の
国
主

・
佐
竹
義
厚

の

「転
」
は
、
「鞭
昇
」
二
十
人
を
連
れ
て
い
た

（松
浦
静
山

『甲
子

夜
話
』
３
、
巻
三
十
六
。
６
、
巻
九
十
四
）
。
万
延
元
年

（
一
八
六

よ
し

ゆ

き

○
）
頃
の
熊
本
藩
主

・
細
川
慶
順
の

「御
行
列
之
図
」
で
は
、
参

勤
交
代
中
の

「駕
籠
」
が
前
二
人
、
後
二
人
で
担
が
れ
、
多
数
の

控
が
見
え
る

（『細
川
家
文
書
　
絵
図
・
地
図

・
指
図
編
Ⅱ
し
。
こ

う
し
て
み
る
と
、
津
軽
の

「転
」
と
は
、
家
治
や
佐
竹
の

「転
」

政
朗
拗
鱗
辟
膀
騨
Υ
　
　
靴
癬
僻
蹴
秒
雅
コ
瞭
醜
随
辟
酌
濯
囲

つ 軍

た
。
大
概
の
大
名
は
薦
包
引
戸
長
棒
と
い
う
乗
物
を
使
い
、
棒
は

檜
の
白
木
で
あ
っ
た

（市
岡
正
一
『徳
川
盛
世
録
し
。

「
四
品
の
人
」
も

「鞭
」
に
乗
れ
る
の
か
、
「
隠
倫
の
身
は
、

か
ゝ
る
雲
上
の
こ
と
は
今
は
露
ほ
ど
も
弁

へ
ず
」
と
、
江
戸
末
期

の
文
化
人

。
松
浦
静
山
は
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
津
軽
の
鞭
に
触
れ

る
。
も
と
も
と
従
五
位
下
壱
岐
守
で
五
万
千
七
百
石

・
柳
之
間
に

控
え
た
松
浦
清
こ
と
静
山
と
し
て
は
、
津
軽
家
も
同
格
の

「諸
大

夫
」
だ
っ
た
の
に
、
要
領
の
よ
い
立
ち
回
り
に
鼻
白
む
気
持
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
静
山
が
四
品
で
大
広
間
控
え
の
佐
竹
家
の
転
に
不

満
を
言
わ
な
い
の
は
、
左
近
衛
少
将
ま
で
進
め
る
源
氏
名
門
の
国

持
大
名
だ
っ
た
か
ら
だ
。
津
軽
よ
り
格
上
と
納
得
で
き
る
家
格
な

の
で
あ
る
。
准
国
持

（准
国
主
）
で
大
広
間
控
え
に
な
っ
て
ま
も

な
い
津
軽
信
順
は
つ
い
調
子
に
乗
り
す
ぎ
た
。
登
城
の
帰
り
は
行

き
と
は
違
う
大
川
端
を
通
り
、
い
か
に
も
転
に
乗
る
身
分
だ
と
見

せ
び
ら
か
す
た
め
に
、
わ
ざ
と
迂
回
し
た
の
で
は
と
静
山
は
口
う

る
さ
い
の
だ
。
栄
耀
を
人
に
示
す
は
ず
が

「恥
辱
を
人
前
に
曝

す
」
と
。
信
順
の
振
舞
い
は
、
さ
な
が
ら
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
警
告

を
無
視
し
た
か
の
よ
う
だ
。
「自
分
の
勝
利
を
調
子
は
ず
れ
に
し

き
た
り
に
も
反
し
て
公
言
し
て
い
る
こ
と
に
、
わ
た
し
た
ち
が
耐

え
難
く
感
じ
る
の
は
当
然
で
あ
る
」
Ｇ
モ
ラ
リ
ア
』
７
）
。

し
か
し
幕
府
は
甘
く
な
か
っ
た
。
越
中
守
信
順
は
、
父
寧
親
が

転
の
使
用
を
希
望
し
た
時
に
も

「相
成
り
が
た
し
」
と
却
下
葉
翻

た
の
に
、
そ
の

「心
得
」
も
な
く
、
無
断
使
用
し
た
の
は

「不
東

の
儀
」
と
し
て

「逼
塞
」
を
申
し
付
け
ら
れ
た

（文
政
十
年
四
月

二
十
五
日
）。
名
代
と
し
て
親
類
、
出
羽
亀
田
藩
主
の
岩
城
伊
予

守
隆
喜
が
老
中
列
座
、
大
日
付

・
日
付
同
席
で
言
い
渡
さ
れ
る
。

こ
の
不
届
き
を
見
逃
し
た
徒
日
付
二
人
、
御
小
人
目
付
二
人
は


